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 ＩｏＴの普及，ＡＩ技術の高度化等

データに関する諸課題を巡る独占禁止法の適用の在り方や競争政
策上の論点について検討するため，公正取引委員会競争政策研究
センター内に設置

データを事業に利用することで，生産性の向上や，消費者それぞれへの最
適なサービス提供を実現できる可能性が増大。

事業者誰しもがデータの収集・利用を公正・自由な競争環境で行えること
が必要

 他方，世界規模でデジタル・プラットフォームに関する更
なる寡占化の懸念の指摘

I. 「データと競争政策に関する検討会」報告書について

1. データと競争政策に関する検討会
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 検討会委員

 11 名で構成 (座長: 後藤晃 東京大学名誉教授)

 委員は法学者，経済学者及び工学者並びに個人情報保護及
び法律の実務家から構成

 オブザーバーとして５府省が参加

 第１回（平成２９年１月２０日）以降，計６回開催
し，６月６日報告書を公表

 事務局は，公正取引委員会事務総局（経済取引局総
務課経済調査室）が担当
 検討会における議論と並行して，多数のデータ利活用事業者（メー

カー等），インターネット広告事業者，デジタル・プラットフォーム
事業者等からのヒアリング（約６０社）を実施。

1.データと競争政策に関する検討会
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センサー技術
通信技術の向上

2. 競争の現状
(1)データの収集能力が商品の競争力に直結している:

データ収集量の増大

※ ＩｏＴ機器の数は2010年から2020年にかけて５倍以上になると見込まれている

人工知能関連技術
（機械学習，深層学習）の

向上

収益性の増大

 「深層学習」により画像や音声の分
析が可能に作物収穫等の作業，医療診
断に応用が期待されている（「眼」の
獲得）

解析
(相関の発見)

集積
(分散→集約)

利用
(アルゴリズ
ム改変)

機械学習技術の発達

デ
ー
タ

機
能
向
上

[機械学習の例]
1. クレジットカードの不正利用判定の

真正比率: 5%  90%
2. SNSにおける目視で確認すべき不適

切投稿の件数: 従来の100分の1以下

精度は，データ量によって規定される場合も。

試行錯誤から自動化へ
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2. 競争の現状
(2) データを巡る競争の状況:

(i)パーソナル・データ
○ デジタル・プラットフォーム
は，無料サービスにより，大量
の個人データを収集し，広告事
業等に活用。

※ インターネット広告事業では，データ収集
経路の閉鎖等による「締め出し」の懸念が指
摘されている。

○ ネットワーク効果に加えて，
「データ→機械学習によるサー
ビスの向上→更なるデータ増」
の循環は，同様の事業への参入
を更に困難にするおそれ。

広告主

ユーザー

ネット広告業におけるデータの収集

デジタル・プラットフォー
ム，DMP（消費者の興

味・関心・年収等を分析）

※ デジタル・プラットフォームは，無料サービスの
顧客に広告配信など別のサービスも行う（多
面市場）。

※ ウェブ閲覧履歴は業者間で売買されている。
※ DMPとはインターネット広告事業者。

検索，購入，投稿
メール内容等ウェブ閲覧等

発注

広告枠
（媒体社）

無料サービス(検索，
SNS等)

クッキー等

(ネットワーク効果)

広告
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2. 競争の現状
(2) データを巡る競争の状況 :

(ii) 産業データ(例えば，人・機器の状況や病気画像等) 
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 多くの事業者が産業データの収集を本格化。

 センサーの設置先など収集経路が限定される場合がある。

 「囲い込み」により，スイッチングが困難になるおそれも
指摘されている。

(2008年から2012年でデータ関連の企業結合の案件数は約３倍に増加)
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3.データと競争政策に関する基本的な考え方

A
d

v
e

rt
is

e
-m

e
n

t

 データの収集，利活用それ自体は技術革新を生じさせる
など競争促進的

 他方で，以下の点について独占禁止法上の検討が必要
I. データの集積を伴う企業結合
II. 消費者又は中小事業者等からの不当なデータ収集

（又は搾取）
III. データの「不当な囲い込み」

※ 上記のようなデータの収集，利活用に伴う競争上の懸念の多くは，従来の独占禁止
法の枠組みにより対処できることが確認された。
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4. データの集積を伴う企業結合審査 (市場画定の観点) 

 データの集積を伴う企業結合については，以下の観点からも審査が必要:

 AI技術やデータに関連する商品・サービスにおける競争制限の有無
 同様のデータの売買が行われている場合，「データ市場」への影響 (例：デー

タ価格の高止まり等)

※ 特に，①データの収集経路が限定的な場合や，②データの機械学習を通じた商品の機能向上の循環が
ネットワーク効果により強化されている場合には，特定の企業へデータが集積することによって，他の企
業が新規参入したり事業を継続したりすることが困難となりうる。

 ＳＮＳなど無料サービスについても，「市場」として独占禁止法の適用対象とな
る場合もあり得る。

[例えば，Facebook / WhatsAPP 事
件（2014年 欧州委員会）
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[データ市場] [AI技術市場] [製品市場]

【市場の考え方の例】
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データ
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5.データの自由な収集・利用の妨害
(1) 不当なデータ収集:

[問題となる場合]
1. 優越的地位にある事業者などが，業務提携等に伴い取引先企

業から一方的にデータ提供を求めること。
2. デジタル・プラットフォーム（そのサービスに顧客がロック

インされている場合）が，我が国法令等に照らし不当な行為
により個人データを収集すること

[参考例 ドイツ連邦カルテル庁によるフェイスブックに対する調査]

※ 一義的には個人情報保護法等の問題であるが，競争秩序に悪影響を及ぼすおそれがある場
合には独占禁止法の適用も考えられる。

• 事業者が様々なデータを収集することそれ自体は，独占禁止法上問題となるこ
とは通常ない。

• しかしながら，不当な手段でデータ収集が行われたり，データ収集が競争者間
の協調行為を促進したりする等競争に悪影響を与える場合には，例外的に独占
禁止法上問題となることがある。
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5.データの自由な収集・利用の妨害
(2) 不当な囲い込み :

[事例1]
従来，競争事業者に当該データを開示してきており，競争者の排
除以外に合理的な理由が認められない場合

• 不当な囲い込みとは，データが競争者の事業に不可欠であって，
代替する情報の取得が技術的又は経済的に困難な場合に，例えば，
次の事例のように，競争者や顧客によるアクセスを正当な理由な
く認めないこと。

 事業者が誰に商品を供給するか，どのような条件で商品を供給するかは，基
本的には，独占・寡占事業者を含め，事業者の自由。

 例外的に，他者によるデータへのアクセスが「正常な競争手段の範囲を逸脱
する人為性を有する」「排除」に相当する場合にのみ，独占禁止法上，問題
となり得る。（ＮＴＴ東日本事件最高裁判決（2010年））
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5.データの自由な収集・利用の妨害
(2) 不当な囲い込み :
[事例 2]
独占事業者等に，顧客等に対し当該データへのアクセスを認める
義務がある場合※に，顧客等に対するアクセスの拒絶が競争者を
締め出し，排除することとなる場合 : 

データ保有者

顧客

ライバル事業
者（競争者）

新サービス
の提供

データへのアク
セス権- 個人情報保護法

- 契約（銀行口座等）

(顧客の代理人として)

顧客のデータへアクセス

※ 例えば，
a) 個人情報保護法上の本人の事業者に対する開示請求権がある場合。
b) 金融機関と預金者など当事者間の契約において，取引履歴などのデータへのア
クセスを認めている場合。
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6.データの共同収集・利活用
 データの共同収集については，広い範囲でのデータの収集が可能となる

ことにより，新たな商品の開発，商品の機能向上，改善，安全性の向上，
標準化によるデータの相互運用性や統一性の向上を通じた技術の普及等
に資することにより競争を促進することが期待される場合もある。

 ただし，その実施に当たっては，データの共同収集により，競争者間で
今後販売する商品の価格，数量を把握可能となることのないよう注意す
る必要。

 複数の事業者が共同収集したデータのアクセスを認めないことは，拒絶
を受けた事業者の事業活動が困難となり，市場から排除されるおそれが
あるときは，例外的に独占禁止法上問題となり得る。

 ただし，制限を受けた事業者が同様のデータを独自に収集可能なため，
当該事業者の事業活動が困難となると常に言えるわけではないことに留
意する必要がある。
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 本報告書では主に以下について明らかにしている。
1. データ収集（例えば，取引先からの収集，デジタル・プ

ラットフォームによる収集，共同での収集）
2. 単独又は共同でのアクセス拒絶といった「データの囲い込

み」

 ＩｏＴを通じて収集される「産業データ」についても検討対
象としている。

 「機械学習」，「深層学習」といった新たな解析技術による
競争への影響を検討。

データの収集，利活用に伴う競争上の懸念の多くは，従来
の独占禁止法の枠組みにより対処できることが確認された。

7. 本報告書のポイント
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8. 今後の課題

 「デジタル・カルテル」について，その実
態を注視していく必要。

 デジタル・プラットフォームの独占化，寡
占化に対する警戒も必要。
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II. アマゾンジャパン事件 (2017)
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 公正取引委員会は，アマゾンジャパン合同会社が，Amazonマーケッ
トプレイスの出品者との間の出品関連契約において価格等の同等性条
件及び品揃えの同等性条件を定めることにより，出品者の事業活動を
制限している疑いがあったことから，同社に対し，独占禁止法の規定
に基づいて審査を行ってきた。

1. アマゾンジャパン合同会社に対する独占禁止法違反被疑事件の
処理について(平成29年6月1日)

価格等の同等性条件: 出品者がAmazonマーケットプレイスに出品する商品の
販売価格及び販売条件について，購入者にとって，当該出品者が他の販売経
路で販売する同一商品の販売価格及び販売条件のうち最も有利なものと同等
とする，又は当該販売価格及び販売条件より有利なものとする条件をいう。

品揃えの同等性条件: 出品者が他の販売経路で販売する全商品について，色や
サイズ等の全バリエーションにわたり，Amazonマーケットプレイスに出品
する条件をいう。
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2. 価格等の同等性条件及び品揃えの同等性条件の競争への影
響に係る懸念

 電子商店街の運営事業者が出品者に価格等の同等性条件及び品揃えの
同等性条件（別紙参照）を課す場合には，例えば次のような効果が生
じることにより，競争に影響を与えることが懸念される。

(i) 出品者による他の販売経路における商品の価格の引下げや品揃え
の拡大を制限するなど，出品者の事業活動を制限する効果
(ii) 当該電子商店街による競争上の努力を要することなく，当該電子
商店街に出品される商品の価格を最も安くし，品揃えを最も豊富に
するなど，電子商店街の運営事業者間の競争を歪める効果
(iii) 電子商店街の運営事業者による出品者向け手数料の引下げが，出
品者による商品の価格の引下げや品揃えの拡大につながらなくなる
など，電子商店街の運営事業者のイノベーション意欲や新規参入を
阻害する効果
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3. 価格等の同等性条件と品揃えの同等性条件

出品者Ｓ （販売者）

電子商店街Ａ

一般消費者等（購入者）

電子商店街Ｂ 自社ウェブサイト

1 2 2121NA NB NS

ＮＡ種類の商品を出品 ＮＢ種類の商品を出品 ＮＳ種類の商品を販売

品揃えの同等性条件
出品者Ｓが電子商店街Ａに
出品する商品の品揃えＮＡ

は，ＮＢ及びＮＳと同等かそ
れ以上でなければならない。
（ＮA≧ＮＢかつＮＡ≧ＮＳ）

価格等の同等性条件
出品者Ｓが電子商店街Ａに
出品する商品１の価格ＰＡは，
ＰＢ及びＰＳと同額かそれ以
下でなければならない。
（ＰＡ≦ＰＢかつＰＡ≦ＰＳ）

価格等の同等性条件
品揃えの同等性条件

･･･ ･･･ ･･･

商品１を価格ＰＡで販売 商品１を価格ＰＢで販売 商品１を価格ＰＳで販売

出品者Ｓは，自社ウェブサ
イトで商品を販売しつつ，
電子商店街Ａ及びＢとそれ
ぞれ出品関連契約を締結し，
Ａ及びＢに出品し，３つの
販売経路で商品を販売して
いる。
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 本件審査の過程において，アマゾンジャパン合同会社から公正取引委員
会に対し，おおむね次の内容の自発的な措置を速やかに講じるとの申出
がなされた。

 アマゾンジャパン合同会社は，当委員会による確認を経た上で速や
かに，締結済みかつ有効な出品関連契約における価格等の同等性条
件を削除し，又は当該契約における価格等の同等性条件及び品揃え
の同等性条件に係る同社の権利を放棄して行使しないこととすると
ともに，今後，当該契約において価格等の同等性条件及び品揃えの
同等性条件を定めないことを誓約し，これらの旨を出品者に周知す
る。

 アマゾンジャパン合同会社は，上記の措置を講じた後に締結する出
品関連契約において価格等の同等性条件及び品揃えの同等性条件を
定めないことを誓約する。 等

 公正取引委員会は，アマゾンジャパン合同会社による上記の措置が，独
占禁止法違反の疑いを解消するものと判断し，本件審査を終了すること
とした。

4. アマゾンジャパン合同会社からの申出
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III. まとめ
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• 今後，デジタルエコノミーの更なる革新の恩恵が人々にもたら
されるよう，反競争的行為によって新たなイノベーションが芽
吹く環境が阻害されたり，消費者の利益が害されたりすること
のないように監視していく必要がある。

• こうしたデジタルエコノミーにおける競争政策上の問題につい
ては，反競争的行為に対する厳正な法執行や，デジタル市場関
連分野に係る実態調査を行うなどして，真摯に取り組んでいる
ところである。

• 今後とも，効果的な対応ができるよう，IT・デジタル関連分野
における情報収集能力の強化，経済分析の更なる活用を図って
いきたい。
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詳しく知りたい方は

ご清聴ありがとうございました。

http://www.jftc.go.jp/en/

＠jftc

JapanFTC

JFTCchannel


